
１ 給与支払報告書の作成対象者及び提出先

令和７年１月～１２月中に給与の支払を受けた従業員の給与支払報告書を作

成し、令和８年１月１日現在（令和７年中に退職した者は，退職した日現在）

居住する市区町村長あてにそれぞれご提出ください。

※公平・適正な課税の観点から、令和７年中退職者のうち給与支払額が３０万円

以下である場合も提出にご協力をお願いします。

２ 提出書類及び提出方法

下記の書類を、上から①→②→③の順に重ねて提出してください。

①給与支払報告書（総括表）・普通徴収切替理由書

②給与支払報告書（個人別明細書）特別徴収対象者分

③給与支払報告書（個人別明細書）普通徴収対象者分

３ 給与支払報告書（個人別明細書）の記入について

国税庁ホームページに掲載されている「令和７年分給与所得の源泉徴収票等

の法定調書の作成と提出の手引」をご参照ください。

※令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」、「給与所得控除」の見直し及び

「特定親族特別控除」の創設が行われております。また、給与支払報告書（個人別明細書）

の様式が変更となっております。

（記入にあたっての注意事項）

■個人特定の際に必要なため、給与所得者及び被扶養者の個人番号（12桁のマ

イナンバー）を必ずご記入ください。

■給与所得者の氏名（フリガナ）・１月１日現在の住所・生年月日は個人を特

定する重要な情報です。記入漏れや記入誤りがないようお願いします。

■前職等、他の給与支払者からの給与を合算している場合は、摘要欄に前職等

の支払者の所在地・名称、退職した年月日、給与等の支払金額、源泉徴収税額、

社会保険料額をご記入ください。

令和８年度 給与支払報告書の提出は、令和８年２月２日までです。 ～外国人を雇用する事業者の方へ～

個人住民税の特別徴収の対象となっている外国人の従業員が、退職・帰国（出

国）するときには、住民税の納め忘れがないよう、以下のことにご配慮いただき

ますようよろしくお願いします。

■残りの住民税（特別徴収税額）の一括徴収の実施

可能な限り、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括徴収

してください。

■納税管理人の選任についてのご案内

帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができな

い場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり納税通

知書の受領や納付などの手続きを行う方（納税管理人）を定め、市区町村に

届け出る必要がある旨ご説明ください。（地方税法第３００条）

◎退職後、出国時期が６月から１２月までの方

現年度分の未徴収税額を可能な限り、退職時に支給する給与や退職金から一

括徴収していただくようお願いします。

新年度は、個人住民税は課税されません。

※一括徴収できない場合、「納税管理人」の届出が必要

◎退職後、出国時期が１月から５月までの方

現年度分の未徴収税額を、必ず、退職時に支給する給与や退職金から一括徴

収してください。（地方税法第３２１条の５第２項）

新年度の個人住民税は、帰国後も課税されるため、納税者は「納税管理人」

の届出が必要となります。納税管理人は出国前に本人から税額を預かっていた

だくなどし、新年度の個人住民税について６月中旬に納税管理人にお送りする

納付書で納めていただくことになります。

※納税管理人には、納税義務者のご家族などの個人のほかに、お勤め先などと

いった事業所を指定することもできます。届出の様式（納税管理人申告書）は、

呉市ホームページに掲載しております。

給与支払報告書の提出について 個人住民税の納税と納税管理人の届出にご協力ください

（裏面の総務省チラシもご参照ください。）




